
緊急シンポジウム～工藤祥子さんの講演より③

過労死に対する教育委員会の軽い扱いに、
死を否定されたような更なる悲しみ、悔しさ

●教師の過労死・過労自死について、責任の所在がはっきりしない
教師が過労死・過労自死した際の責任の所

在がはっきりしません。我が家の事案では、
認定から３か月後、他界から６年半経って、
教育長より各学校管理職宛に、「こういう報
道があったので、過労死だと思います」「だ
から、ストレスのない職場づくりに務めてく
ださい」という依頼書が届いただけでした。
この対応に、私は、立ち直れないほど傷つ

きました。教師の死が、悼まれることもなく、
こんなにも軽いのだと、今も憤りを感じ、こ
の活動の原動力にもなっています。
我が家の事案のみならず、そもそも、児童

生徒の事故などでは謝罪をしても、部下であ
る教師の死には誰も責任を取らないということは、許されないことです。

●責任の所在の曖昧さと縦割り行政が、教師の過労死等の防止を遅らせている
現在、公務災害で過労死と認定された数は、２００８年からの１０年間で約６３名、平均すると１

年間で６名です。この数は、多いでしょうか？少ないでしょうか？
現在、教員の在職死亡者数は、年間で４００～５００名、精神疾患による休職者数は約５０００名

です。この全てが「過労死等」ということではありませんが、これだけ「過労死ライン」を超えて働
く人が多い職業で、過労死の認定がこんなにも少ないということはあり得ないと思っています。ほと
んどの方は、申請もすることなく「病死」とされています。そのことも、私の今の活動の原動力です。
教員の死は、このように、各自治体で認められない、責任を取られず、公務災害認定のハードルも

高くなっています。働いているときは文科省の所管ですが、被災をした途端に、総務省管轄の地方公
務員災害補償基金の所管になります。この、責任の所在の曖昧さと縦割り行政が、教師の過労死等の
防止をさらに遅らせている最大の原因だと考えます。
私は、遺族として、教師の過労死等を文科省と総務省がいっしょに把握して分析し、その原因を明

らかにすることで、過労死等の防止や業務改善につながると考えて、訴えているところです。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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